
益田市発注工事における情報共有システムの取り扱いについて 

 

総務部総務管財課入札管理室 

 

(趣旨) 

第１条 この要領は、益田市が発注する工事等において、情報共有システム(以下「システ

ム」という。) を利用するにあたり必要な事項を次のとおり定める。 

 

(目的) 

第２条 システム導入による受発注者間協議の簡素化によって業務効率化を図ることを目的と

する。 

 

(定義) 

第３条 この取り扱いで用いる用語の定義を以下に示す。 

（1）システム 

情報通信技術を活用し、受発注者間など異なる組織間で情報を交換・共有することによ

って業務効率化を実現すること。 

（2）工事等帳票 

「指示」、「協議」、「通知」、「承諾」、「提出」、「報告」、「その他」の行為に

必要な書類（工事履行報告書、工事打合簿、施工体制台帳、施工に係る協議資料等）及び

その添付資料をいう。 

 

（対象工事） 

第４条 益田市が発注する全工事を対象とし、受注者からシステム利用の申し出があった場

合、発注者は応じなければならない。 

 

（使用システム） 

第５条 使用するシステムは下表から受注者が選択する。 

 システム名称 提供会社 

１ 現場クラウドＯｎｅ ㈱現場サポート 

２ 電納ＡＳＰｅｒ(ﾃﾞﾝﾉｳｴｽﾊﾟｰ) ㈱建設総合サービス 

３ 工事監理官 日本電気㈱ 

４ Information bridge ㈱アイサス 

５ 工事情報共有システム ㈱建設システム 

６ ＢｅｉｎｇＣｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ ㈱ビーイング 

７ ｂａｓｅｐａｇｅ 川田テクノシステム㈱ 

 

（システム利用者） 

第６条 発注者における利用者は、監督員、主任監督員、総括監督員、検査官を基本とし、初

回協議において決定すること。なお、利用者は上記によらず適宜変更できるものとし、

書類決裁において必要と判断される場合は、部長、技術監、技術監補佐等を適宜追加す

ること。 



 

（対象書類） 

第７条 システムの対象書類は、工事打合せ簿にて受発注者間でやり取りを行うものを対象と

する。 

 

（決裁） 

愛８条 システムを利用した電子決裁とし、システムを利用する場合、工事等帳票の紙決裁は

不要とする。 

 

（電子署名・電子押印） 

第９条 システムで処理を行う工事等帳票における電子署名・電子押印については、紙への署

名・押印と同等の処理ができることから、「書面」として認める。 

 

（電子納品・検査・成果品の保管） 

第１０条 電子納品・成果品の保管については、電子納品運用ガイドライン（簡易版）〔益田

市〕に基づき、実施する。システムで作成・決裁した工事等帳票は電子納品のその他

フォルダに格納する。 

 

 

（システム使用料） 

第１１条 システム使用に要する登録料及び利用料は技術管理費として共通仮設費率に含まれ

る。 

 

（その他） 

第１２条 本取り扱いに定めのない事項については、受発注者が協議の上、決定する。 

 

附則 

この取り扱いは、令和 6年 4月 1日から施行する。 

 

やりとりした書類は、04 その他フォルダに保存すること。 


